


令和７年度までの
期限付きの制度です。
令和８年１月末までに
助成金交付申請
をして下さい
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昭和 55 年に建築された木造 2 階建てアパートを解体したいです。
延床面積は 140 ㎡です。
解体業者の見積によると、解体費用は 440 万円になりそうです。

早速ハウスメーカーの方に見積してもらいました。
準耐火構造で 200 ㎡の 3 階建てを新築するので、
①は 350 万円、②は 8,500 万円ほどだそうです。

140㎡ですと、助成限度額は448万円となるので、全額助成金対象ですね。 
除却した方は、さらに引越し・建替えの費用も助成対象となります。

助成限度額は ①は 538.1 万円、②は 283.1 万円となります。
（金額は、申請後の結果通知書にてお知らせします。）
詳細については、木密整備推進課の窓口でご案内いたします！

そのとおりです。ぜひ借家人さんにもお知らせください。
また、解体後の建替え費用の助成は、建築する面積に応じて助成限度額が
決まります。
建築主が個人の場合、①建築設計費・工事監理費と②工事費が対象となります。

引越し費用の助成は、借家人さんも対象になりそうですね！
私（大家）は、解体する建物が 140 ㎡から A さんに貸している 21 ㎡
を除く 119 ㎡なので、
転居一時金 42万円・家賃（3ヶ月分）42万円・移転費用（往復） 40万円
が助成限度額ということですね。
A さん（借家人）は、借りている部屋の面積が 21 ㎡なので、
転居一時金 26.2 万円・移転費用（往路のみ）13 万円が助成限度額ですね。

不燃化特区支援制度を活用して
解体・引越し・建替えを行うと、助成金はこうなります！

大家さん

大家さん

大家さん
A さん



（注）

（注）助成金を受け取るために
は、除却・引越し・建替
えのそれぞれに「助成
金交付申請書」を提出
する必要があり、いづ
れも令和８年１月末ま
でに申請していただく
必要があります。

（注）

（注）

助成金交付申請とは、対象の助成内容をすべて完了させ、
区窓口で申請書類を受理されることです。






